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第 6号議案 名立まちづくり協議会の規約改正について 
 

 名立まちづくり協議会規約変更(案)新旧対照表 

改正前条文 改正後条文 改正理由等 

（名 称） 

 第１条 本会は、名立まちづくり協議会（以下、「本会」という。）と

称する。  

（目 的） 

 第２条 本会は、名立区住民を主体とする地域の連帯を深めつつその

合意に基づく課題解決により、地域の自立を図るとともにより良い地

域社会の形成と発展に資することを目的とする。 

（事務所及び事務局） 

 第３条 本会の事務局は、名立地区公民館に置く。  

２ 本会に事務局を置き、事務局は総会、運営委員会の開催、及び本

会の庶務、 運営の任にあたる。 

３ 事務局に、事務局長及び事務局員を置くことができる。  

（事 業） 

 第４条 本会は、第２条の目的を達成するため次の事業を行う。  

（１）健康、福祉に関すること  

（２）都市交流、地域間交流等に関すること 

（３）防犯・防災に関すること  

（４）青少年の健全育成に関すること  

（５）環境整備・保全等に関すること  

（６）文化、スポーツ振興に関すること  

（７）広報活動と情報の収集・発信に関すること  

（８）各種団体等の連絡調整に関すること  

（９）行政機関等からの受託事業  

（１０）その他本会が必要と認めた事業  

 

 

 

 

（名 称） 

 第１条 本会は、名立まちづくり協議会（以下、「本会」という。）と

称する。  

（目 的） 

 第２条 本会は、名立区住民を主体とする地域の連帯を深めつつ、そ

の合意に基づく課題解決により地域の自立を図るとともに、より良い

地域社会の形成と発展に資することを目的とする。 

（事務所及び事務局） 

 第３条 本会の事務所は、名立地区公民館に置く。  

２ 本会に事務局を置き、事務局は総会、運営委員会の開催及び本会

の庶務、運営の任にあたる。 

３ 事務局に事務局長及び事務局員を置くことができる。  

（事 業） 

 第４条 本会は、第２条の目的を達成するため次の事業を行う。  

（１）まちづくりに関すること 

（２）健康、福祉に関すること  

（３）都市交流、地域間交流等に関すること 

（４）防犯・防災に関すること 

（５）青少年の健全育成に関すること  

（６）環境整備・保全等に関すること  

（７）文化、スポーツ振興に関すること  

（８）広報活動と情報の収集・発信に関すること 

（９）各種団体等の連絡調整に関すること  

（１０）行政機関等からの受託事業 

（１１）その他目的達成に必要な事業  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句修正 

 

 

 

 

 

追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 
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改正前条文 改正後条文 改正理由等 

（組 織） 

 第５条 本会に地区住民組織及び部会を置く。 

 ２ 住民自治組織を次のとおり置き、その運営方法等は各地区住民組

織で定める。  

（１）北部地区振興会 （名立小泊、名立大町、岩屋堂、赤野俣、坪

山及び大菅の各集落）  

（２）下名立地区振興協議会 （谷口、車路、躰畑、田野上、杉野瀬、

丸田、濁沢、折居、峠、池田、森及び桂谷の各集落） 

（３）上名立地区振興協議会 （折平、小田島、東蒲生田、西蒲生田

及び下瀬戸の各集落）  

（４）不動を創る会 （上瀬戸、東飛山の各集落） 

３ 各地区の住民組織の区域を変更する場合においては、当該住民の

協議を得て、 運営委員会の決議を持って変更することができる。 

４ 部会を次のとおり置き、それぞれの事業を実施する。また、住民

への広報・ 情報発信などの広報活動、及び事業の遂行にあたっては

各部が協働して行う。  

（１）いきいき部会は、健康、福祉に関する事項、及び関連する事業 

（２）にぎわい部会は、都市交流、地域間交流に関する事項、及び関

連する事業  

（３）あんしん部会は、防犯・防災、青少年健全育成に関する事項、

及び関連する 事業  

（４）さわやか部会は、環境の整備、保護・保全に関する事項、及び

関連する事業  

（５）はつらつ部会は、文化、スポーツ振興に関する事項、及び関連

する事業 

（会 員）  

第６条 会員は、名立区に住所を有する住民、及び団体等とする。  

２ 本会の趣旨に賛同する名立区以外に住所を有する者、又は団体も

賛助会員に なることができる。  

 

 

（組織） 

第５条 本会は前条の事業を推進するために次の部会を置く。 

（１） 暮らし部会 

（２） 福祉部会 

（３） 子ども部会 

（４） 地域づくり部会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会 員）  

第６条 会員は、名立区に住所を有する住民及び団体等とする。  

２ 本会の趣旨に賛同する名立区以外に住所を有する者、又は団体も

賛助会員になることができる。  

 

 

 

「地区住民組

織」関連削除 

「部会」の見直

し 
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改正前条文 改正後条文 改正理由等 

（会 費） 

 第７条 会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入し

なければならない。  

２ 会費の徴収は、各町内会に依頼する。 

（入会及び退会） 

 第８条 会員又は賛助会員になろうとする者は、会長に届け出なけれ

ばならない。 

 ２ 会員又は賛助会員が、退会するときも同様とする。  

（会費等の不返還） 

 第９条 すでに納入した会費その他搬出金品は、返還しない。  

（役 員） 

 第１０条 本会に次の役員を置く。 

（１） 会 長 １ 名  

（２） 副 会 長 ２ 名  

（３） 地区住民組織の代表 ８ 名  

（４） 部 会 長 ５ 名  

（５） 副 部 会 長 ５ 名  

（６） 会 計 １ 名  

（７） 監 事 ２ 名  

２ 本会が運営上必要とする場合には、運営委員会の推薦により顧問

を置くことができる。顧問はいずれの会議においても出席し、意見を

述べること ができる。ただし、議決権はもたない。 

（役員の任務）  

第１１条 役員の任務は次のとおりとする。  

（１） 会長は、本会を代表し会務を総理する。  

（２） 副会長は、会長を補佐して会の運営にあたり、会長に事故あ

るとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した順序で、

その職務を代行 する。 

（３） 地区住民組織を代表する者は、本会と地区住民組織の連絡調

整を行うとともに、本会の業務も担当する。  

（４） 部会長は、部会を代表し担当する業務を総理する。  

（会 費） 

第７条 会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入し

なければならない。  

２ 会費の徴収は、各町内会に依頼する。 

（入会及び退会） 

 第８条 会員又は賛助会員になろうとする者は、会長に届け出なけれ

ばならない。 

 ２ 会員又は賛助会員が退会するときも同様とする。  

（会費等の不返還） 

 第９条 すでに納入した会費その他搬出金品は返還しない。  

（役 員） 

 第１０条 本会に次の役員を置く。 

（１） 会長 １ 名  

（２） 副会長 ２ 名  

（３） 地区住民組織の代表 ４ 名  

（４） 部会長 ４ 名  

 

（５） 会計 １ 名 

（６） 監事 ２ 名  

２ 本会が運営上必要とする場合には、運営委員会の推薦により顧問

を置くことができる。顧問はいずれの会議においても出席し、意見を

述べることができる。ただし、議決権はもたない。 

（役員の任務）  

第１１条 役員の任務は次のとおりとする。  

（１） 会長は、本会を代表し会務を総理する。  

（２） 副会長は、会長を補佐して会の運営にあたり、会長に事故あ

るとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した順序で、

その職務を代行 する。 

（３） 地区住民組織の代表は、本会と地区住民組織の連絡調整を行

うとともに、地区住民組織と連携・協働して本会の事業を推進する。  

（４） 部会長は、部会を代表し担当する業務を総理する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「代表」及び「部

会長」数の減 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見直し 
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改正前条文 改正後条文 改正理由等 

（５） 副部会長は、部会長を補佐し部会長に事故あるとき、又は部

会長が欠けた ときは、その職務を代行する。  

（６） 会計は、本会の会計業務を処理する。  

（７） 監事は、本会の業務全般及び会計を監査する。 

（役員の選出） 

 第１２条 会長、副会長、会計及び監事は、運営委員会で会員の中か

ら選出し、総会の承認を得なければならない。  

２ 地区住民組織を代表する者は、第５条１項に規定する地区住民組

織においてそれぞれ２名選任する。  

３ 部会長及び副部会長は、部会において選任し、運営委員会の承認

を得なければならない。  

４ 監事は、他の役員と兼ねることができない。  

 

 

（役員及び代議員の任期）  

第１３条 役員及び代議員（以下、「役員等」という。）の任期は２年

とし、再任を妨げない。  

２ 役員に欠員が生じたときは、前条の規定により、代議員にあって

は、第１５条１項の規定により補充することができる。この場合にお

いて、補充された役員等の任期は、前任者の残任期間とする。  

３ 役員等が辞任した場合、又は任期満了の場合においても、後任者

が就任するまでは、その職務を行わなければならない。  

（会議の種類） 

 第１４条 会議は、総会、運営委員会及び部会とする。  

（総 会） 

 第１５条 総会は、別表に定める選出区分により選出された代議員を

持って構成し、毎年１回開催する。ただし、会長が必要と認めた場合

は、臨時総会を開催する。 

２ 総会は次の事項を決議する。  

（１）事業計画、予算に関する事項  

（２）事業報告、決算報告に関する事項  

 

 

（５） 会計は、本会の会計業務を処理する。  

（６） 監事は、本会の会計を監査する。 

（役員の選出） 

第１２条 会長、副会長、会計及び監事は、運営委員会で会員の中か

ら選出し、総会の承認を得なければならない。  

２ 北部地区振興会、下名立地区振興協議会、上名立地区振興協議会

及び不動を創る会は地区住民組織代表として各 1名を選出する。 

３ 部会長は、部会において選出し、運営委員会の承認を得なければ

ならない。  

４ 監事は、他の役員と兼ねることができない。  

（代議員の選出） 

第１３条 代議員は各町内会から１名選出する。 

（役員及び代議員の任期）  

第１４条 役員及び代議員（以下、「役員等」という。）の任期は２年

とし、再任を妨げない。  

２ 役員に欠員が生じたときは、第１２条の規定により、代議員にあ

っては、第１３条の規定により補充することができる。この場合にお

いて、補充された役員等の任期は、前任者の残任期間とする。  

３ 役員等が辞任した場合、又は任期満了の場合においても、後任者

が就任するまでは、その職務を行わなければならない。  

（会議の種類） 

 第１５条 会議は、総会、運営委員会及び部会とする。  

（総 会） 

 第１６条 総会は、代議員をもって構成し、毎年１回開催する。ただ

し、会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開催する。 

 

２ 総会は次の事項を決議する。  

（１）事業計画、予算に関する事項  

（２）事業報告、決算報告に関する事項  

削除 

 

 

見直し 

 

 

 

見直し 

 

「副部会長」削

除 

 

新規追加 

 

 

 

 

条文変更 

 

 

 

 

 

 

 

見直し 
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改正前条文 改正後条文 改正理由等 

（３）規約の改廃等に関する事項  

（４）その他名立区の振興に必要と認める重要な事項  

３ 総会は、会長が収集し、議長は出席者の中から選出する。  

４ 総会は、代議員の２分の１以上の出席がなければ開催することが

できない。  

５ 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は

議長が決する。  

６ 総会に止むを得ない理由により出席できない場合は、委任状を提

出することができる。  

７ 総会時には会議録を作成し、議長及びその出席の中から会議録署

名人２名を選出し、署名しなければならない。  

８ 第２項に定める事項につき、急を要するものについては運営委員

会で決議のうえ執行し、会長はこれを次の総会において報告し、その

承認を得なければならない。  

（運営委員会） 

 第１６条 運営委員会は、会長、副会長、地区住民組織の代表、部会

長、副部会長及び会計をもって構成し、会長の招集により会議を開催

する。  

２ 運営委員会は、総会の決議に基づき、本会の運営及び活動の実施

に関する 事項を協議・決議する。  

 

（部 会） 

 第１７条 部会は、役員をもって構成し、部会長の招集により会議を

開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）規約の改廃等に関する事項  

（４）その他本会の運営に関し重要な事項  

３ 総会は、会長が収集し、議長は出席者の中から選出する。  

４ 総会は、代議員の２分の１以上の出席がなければ開催することが

できない。  

５ 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は

議長が決する。  

６ 総会に止むを得ない理由により出席できない場合は、委任状を提

出することができる。  

７ 総会時には会議録を作成し、議長及びその出席の中から会議録署

名人２名を選出し、署名しなければならない。  

８ 第２項に定める事項につき、急を要するものについては運営委員

会で決議のうえ執行し、会長はこれを次の総会において報告し、その

承認を得なければならない。  

（運営委員会） 

 第１７条 運営委員会は、会長、副会長、会計、地区住民組織の代表

及び部会長をもって構成し、会長の招集により会議を開催する。  

 

２ 運営委員会は、総会に付議すべき事項について審議するとともに、

総会の決議に基づき、本会の運営及び活動の実施に関する事項を協

議・決議する。  

（部 会） 

第１８条 部会は地域づくり団体や住民活動団体等から推薦された人

をもって構成し、部会長の招集により開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見直し 

 

 

見直し 

 

 

 

見直し 
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改正前条文 改正後条文 改正理由等 

（収 入） 

 第１８条 本会の経費は、会費、補助金、受託収入及びその他の収入

をもってあてる。  

２ 会費の額は、運営委員会で協議し、総会の議決を得なければなら

ない。  

（基金の設置） 

 第１９条 本会の安定的、継続的な運営を図るために基金を設置する

ことができる。  

（会計年度） 

 第２０条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１

日に終わる。  

（委 任） 

 第２１条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事

項は、会長が運営委員会の決議を得て別に定める。 

附 則  

（施行期日） 

 １ この規約は、平成１８年４月１日から施行する。 

 ２ 事務所の位置について、第３条に規定する名立区コミュニティプ

ラザが設置されるまでの間は、名立区総合事務所内に置く 

附 則 この改正規約は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年５月１３日改正） 

 この改正規約は、平成２５年７月１日から施行する。  

附 則（平成２９年３月２０日改正） 

 この改正規約は、平成２９年４月１日から施行する。 

（収 入） 

 第１９条 本会の経費は、会費、補助金、受託収入及びその他の収入

をもってあてる。  

２ 会費の額は、運営委員会で協議し、総会の議決を得なければなら

ない。  

（基金の設置） 

 第２０条 本会の安定的、継続的な運営を図るために基金を設置する

ことができる。  

（会計年度） 

 第２１条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１

日に終わる。  

（委 任） 

 第２２条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事

項は、会長が運営委員会の決議を得て別に定める。 

附 則  

（施行期日） 

 １ この規約は、平成１８年４月１日から施行する。 

 ２ 事務所の位置について、第３条に規定する名立区コミュニティプ

ラザが設置されるまでの間は、名立区総合事務所内に置く 

附 則 この改正規約は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年５月１３日改正） 

 この改正規約は、平成２５年７月１日から施行する。  

附 則（平成２９年３月２０日改正） 

 この改正規約は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年４月２８日改正） 

 この改正規約は、令和３年４月２９日から施行する。 
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